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 平成26年度より、データヘルス計画の一環として、レセプトや健診結果データから「ヘルスケア通信簿」を開発し、被保険者30名以上の事業所に対して
保健事業に活用している。平成28年度は、さらなる保健事業の拡大に向け、作成対象事業所を被保険者30名以上から10名以上に拡大した。 

事業背景 
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ヘルスケア通信簿の対象事業所拡大（平成28年度パイロット事業） 

    平成28年度 ヘルスケア通信簿事業  

 事業所単位での健康度を経年的に把握するため、３年間の健診結果や実際の医療費を基に、個人が特定されないかたちで、健康に関す
る特徴や分析結果を、協会けんぽ広島支部全体との比較、または業種別等で比較し、事業所の特徴に合った保健事業を提案する。 
 
（項目） 医療費（疾患別）/健診受診率/保健指導実施率 
糖尿病、高血圧、脂質異常グラフ(リスク別）/喫煙率 
ジェネリック医薬品使用率/生活習慣レーダーチャート 

 
・個人が特定されないよう、前年度（平成27年12月）までは、 
 被保険者数30名以上の事業所 3,316社へ発送 

●実績  
 スマート・ライフ・プロジェクト主催「第4回 健康寿命をのばそう！アワード」厚生労働大臣優秀賞受賞（Ｈ27.11.16） 

● 事業対象者 合計 9,997社 
  被保険者10名以上～29名以下の事業所  6,621社  
  被保険者30名以上の事業所           3,376社 
 
● 事業費用及び主な使途 
  706万円（内訳：データ作成費・印刷費 520万円、郵送費93万円） 
 
● 事業スキーム 
  疾病別医療費で生活習慣病を中心とした14分類とし（30名以上版は121分類）、 
  健診結果リスク等も順位ではなくA～Dのランク分け 
  被保険者数10名以上の事業所6,621社へ送付 
 

● 平成28年12月発送 

    ヘルスケア通信簿 概要 



  アウトカム評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年度 事業実施結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  アウトプット評価 

   被保険者数 10名以上－29名以下の事業所（6,621社）にヘルスケア通信簿を送付することで、被保険者数で82％が加入する事業所へ 

   ヘルスケア通信簿を提供することが可能となった。 

   （送付物） ①ヘルスケア通信簿 
           ②健康づくり好事例集（規模に関わらず、事業所の先進的な取り組みを紹介） 

           ③健康宣言リーフレット・エントリーシート  
           ④ヘルスケア企業保証制度紹介チラシ 
           ⑤アンケート 

 平成27年12月～平成28年5月  平成28年12月～平成29年5月 

①事業者健診同意書提出数 29件 235件 

②歯周病簡易検査申込事業所 
 

3社 28社 

  ● ヘルスケア通信簿送付後の事業所における行動変容（10名～29名事業所） 

● アンケート結果 
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効果検証 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  小規模事業所の行動変容促進は全支部共通の課題であるが、アンケート結果より、小規模版ヘルスケア通信簿を送付することで 
 多くの事業所で自社の健康課題が把握でき、健康づくりの取り組みを検討するなど行動変容を促すことに寄与したといえる。 
     

  小規模版ヘルスケア通信簿対象事業所  6,621社 

         ・自社の健康課題が把握できた（93％）    6,157社 

        ・従業員の健康をより意識するようになった（74％） 4,899社 

        ・健康づくりの取組を実施中・検討中（54％） 2,645社 ・・・ 送付対象事業所の約40％ 

    また、事業者健診同意書取得数、歯周病簡易検査、健康宣言書提出等の各事業においても実数として成果が上がっている。 

今後の展望 

 
  現在本部においてヘルスケア通信簿の全国展開に向け調整している。 
  規模を10名以上に拡大し発送することで、より効果的に事業を展開可能と考える。 
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レセプトデータを使用した傷病手当金の分析及び給付適正化（平成28年度パイロット事業） 

事業の目的 

 現金給付の給付適正化に資する審査を行うにあたり、データに基づく確認・分析等が不十分なため、協会保有データのうち、レセプトデータにある「傷病手
当金意見交付料」をキーとして不正請求の発見や対策方法の確立を目指す。 

分析内容・分析データ 

【分析内容】 
１ 傷病手当金意見書交付料（100点）が計上されているが、治療のないレセプトを探す。（労災の疑い） 
 
２ レセプトが存在しない給付記録を探す。（意見書の偽造、治療を受けていない） 
 
３ レセプトの中に傷病手当金意見書交付料（100点）が存在しない給付記録を探す。（意見書の偽造、治療を受けていない） 
 
４ 全レセプトデータから事業所の傾向を把握（審査の効率化や不正な申請への対策）  
 
【分析データ】 
○ 給付記録データ  31,148件（12,392名） 27年4月～28年6月支給決定分 
 
○ レセプトデータ   169,070件 27年４月～28年3月診療分 
  ※外部業者に委託のうえ、主傷病の判別、意見書交付料の有無、意見書交付料のみの判別、医療機関名等を抽出 

分析結果① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

分析１ 分析２ 分析３ 

調査対象者 

449名 
※全体2508名のうち、労災の疑いが高い外
傷（骨折など）に限定 

381名 105名 
※全体2677名のうち、支給件数6件以上に限
定 

調査方法 
交付料100点のみに該当する診療月前後の
レセプトを検索し、治療実績がないか確認 

資格記録、給付記録等から存在しない理由
を調査 

給付記録、レセプト等から存在しない理由を
調査 

結果 治療の無いレセプトなし すべて理由が判明 すべて理由が判明 
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分析結果② 

 事業所別の傾向をつかむ 
 
（1） 事業所別傾向 ・ ・ ・ 全体、傷病別の申請傾向、資格喪失者数、平均受給日数など 
 
（2） 医療機関別傾向 ・ ・ ・ 平均診療日数、意見交付料件数、意見交付料のみ件数、事業所別意見書交付件数など 
 
（3） 社会保険労務士別傾向 ・ ・ ・ 申請件数 
 

データ活用展開事例 

１ 事業所別給与計算データベースに収録し、審査の効率化に活用 
 
２ 事業所訪問選定に活用（訪問数 70社） 
 
３ 受給期間満了後（1年6か月）の継続疾病での受給調査 
 

まとめ・今後の方針 

 今事業においては、不正請求の発見による効果と有効な審査方法の確立による将来に向かっての期待値での効果が考えられる。 

 結果的に「傷病手当金意見書交付料」をキーとした調査では不正請求の発見には至らず、審査方法の確立の面では、データの活用方法の提示、効率的な

審査方法への活用などに留まっている。 

 したがって、事業費用（80万円）や作業量を考慮すれば、けっして費用対効果に優れているとは言えず、レセプトデータを活用した調査については、資格喪

失後に継続して支給している者（104条該当者）が全体の約20％を占めるなかでは、限定的にならざるを得ないため、効果が得られにくいものと考えられる。 

 しかしながら、他事業で用いたデータを有効活用できたのは広島支部のパイロット事業を始めとした取組みの成果であり、データ活用のステージをあげる可

能性を見い出すことができた。   

 今後は、現金給付の審査において、従来型の削る審査から支払う前提の審査への転換が求められているところであり、費用対効果の面や作業量から継続

事業とするメリットが少ないため、調査結果とデータの活用方法について掲示板などで展開することとする。 
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  特に高齢者が、多種類の薬を飲むなどして副作用でかえって健康を損なうケースが後を絶たない。 
 また、処方された薬を大量に飲み残す「残薬」も社会問題となっている。 
 このため、協会けんぽのデータヘルス計画の基本方針における、医療費の適正化と健康増進のための対策が求められた。 

事業背景・目的 

 平成26年10月、１か月に20件以上のレセプトが存在する受診者を「多受診者」とみなし、指導対象を特定する基準とした。 
同年11月以降、「多重受診者対応に係る実施要領」に則って、対象者への通知・訪問を実施。 
しかし、実際のところ平成27年度ではレセプト20枚以上の対象者が年間12名と少なく、対象特定範囲が不十分と考えられた。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 また、レセプトが月20件以上ある対象者はいずれも向精神薬の多重処方者であり、薬物依存が背景にあるならば、その指導は 

薬剤の専門知識が不可欠であり、薬剤師監修のもと指導文書の作成、薬剤師随行の訪問指導を実施し、受診行動の適正化を図る必要があ
るとして平成28年度の事業化に至った。 
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広島県薬剤師会と連携した多受診者対策（平成28年度パイロット事業） 

これまでの取組み 

  対象件数 

対応完了 

問題なし 資格喪失 
訪問による 
受診適正化 

   12 6 3 3 

▼ 平成２７年度の実施状況 （パイロット事業実施前） 

パイロット事業概要 

 
1. ひと月あたりレセプトが10枚以上の者を抽出 

 
2. 広島県薬剤師会と協会けんぽで構成する「多重受診者対策検討会議」を設置。レセプトを薬剤師がチェックし、指導対象者を決定 

 
3. 疾患名、投薬内容、処方量から指導方法を決定  文書指導または随行訪問指導を実施する 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多受診者の抽出と指導対象者の基準 

ひと月にレセプトが10件以上ある者を抽出 （平成28年3月受診分と9月受診分を抽出し、資格喪失者を除外） 

計 382名抽出  指導対象振り分けのため、薬剤師がレセプトをすべて確認 

精神疾患の患者で、向精神薬を投与制限以上に受け
取り、依存による薬物乱用が疑われるもの 

指導対象者 45名   指導対象外 337名  

精神疾患の患者であっても向精神薬が投与制限内の者 
 ※非精神疾患者は、処方内容に問題なく、対象外の結果となった 

パイロット事業指導対象者 かかりつけ薬剤師の登録、おくすり手帳の活用促進を働きかける 

▼ 抽出者に送付した注意喚起文書及びリーフレット 
健康への悪影響を防ぐためにも、かかりつけ医をもち、適切な受診と 
お薬手帳を活用した服薬をお願い 

投与日数に制限のある向精神薬（例） 

商品名 一般名 薬効 日数 

マイスリー錠 ゾルピデム酒石酸塩 入眠剤 30日 

レンドルミン錠 ブロチゾラム 睡眠導入剤 30日 

ハルシオン錠 トリアゾラム 睡眠導入剤 30日 

ソラナックス錠 アルプラゾラム 抗不安剤 30日 

デパス錠 エチゾラム 
（Ｈ28.11.1向精神薬指定） 

抗不安剤 30日 
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指導方法の決定と実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 訪問指導 12名 （重度依存） 
 向精神薬の過剰服薬者（投与制限量の3倍以上を処方された者） 
 または、②において、文書指導実施後改善が見られない者 

② 文書指導 22名 （軽度依存） 
 向精神薬の過剰服薬者（投与制限量の3倍を超えない者） 

③ 指導保留 7名 
 改善されたため指導未実施 

④ 資格喪失 4名 

▼ 指導用文書  

効果検証 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①・②のうち、指導翌月から３か月間のレセプトが確認できた者 19名で検証した。 

19名の効果額 39,884点削減（指導月の「前月」と指導月の「翌月から3か月平均」レセプト点数の差）  
→ 279,188円/月（７割給付として計算 ） 279,188円 × 3か月 ＝ 837,564円 

指導前月 

レセプト件数 
（月平均） 

レセプト点数 
（月平均） 

文
書
指
導
10
名 

109件 
（10.9件） 

82,236点 
（8,223点） 

訪
問
指
導
9
名 

189件 
（21件） 

93,270点 
（10,363点） 

指導方法 

指導後 差 

レセプト 
減少者 レセプト件数 

（月平均） 
レセプト点数 
（月平均） 

件数 
（月平均） 

金額 

（月平均） 

文書指導 
78件 

（7.8件） 

55,731点
（5,573点） 

▲31件
（▲3.1件） 

▲26,505点
（▲2,650点） 8名/10名 

訪問指導 
170件 
（19件） 

79,891点
（8,877点） 

▲19件
（▲2件） 

▲13,379点
（▲1,486点） 5名/9名  

受診状況のお知らせ、お問い合わせ票及び 

医療機関への情報提供に対する同意書を送付  
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効果（文書指導）グラフ 
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効果（訪問指導）グラフ 
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結果の考察 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 協会けんぽ広島支部の加入者は、内科疾患の重複服薬で大きな問題はみられなかった 
 → 指導対象は、精神疾患等による薬剤依存患者であった 
 
② 軽度依存の精神疾患の患者には、文書指導のみでほぼ改善がみられた 
 → 重症化予防として早期対策が必要（文書指導のほか、継続的な観察を実施） 
 
③ 重度依存の精神疾患の患者には、訪問指導での改善は難しい 
 → 薬剤師から薬物依存の危険性を説明のうえ、薬局を含めた医療機関の支援が必要（お薬手帳の活用） 
   （投薬情報提供の同意書の取得、かかりつけ薬剤師、処方医師と連携） 
 
④ ひと月のレセプト件数はもとより、向精神薬の投薬内容、投与数量、期間から指導の判断を行うことも必要 
 → レセプト10枚未満の者に対しても投薬内容から判断し、注意喚起文書送付および場合によっては指導を実施 
 
⑤ 本事業の効果は適正受診への行動変容および医療費適正化に効果があった。今後はレセプト10枚未満の軽度依存の精神疾患の患者に 
   文書指導を拡大 
 → 現在のレセプトシステムでは薬剤名を含めたCSVファイルの抽出ができず、レセプトの医薬品名、数量を手動で集計分析をしている。  
   そのため、対象者の抽出、効果分析の作業が膨大である。多受診者の早期対策のためにレセプトシステムの早期改修を本部へ要望。 
 

今後の展開について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

受
診
医
療
機
関
・
投
薬
数
増
加 

重複受診、服薬（軽症） 

重複受診、服薬（重症） 

重複受診、服薬（最も重症） 

一時的な 
多剤処方や重複受診 

・訪問指導（薬剤師同行） 
・警告文書（厚生局麻薬取締部提供） 
・県の精神保健センターとの連携 

医療費適正化計画第3期（Ｈ30～35年度）の「医薬品の適正使用（重複投薬、多剤投与の適正化）」に沿った対策へ 

同意書を取得のうえ、医療機関へ 
情報提供をしていく 

指導文書、回答票で状況把握 

「多剤処方者へのお知らせ」 
 平成29年度広島支部 
 パイロット事業において実施 

レセプト10件未満でも、向精神薬の 
投与制限以上の服薬者には、 
注意喚起文書送付、場合により 
文書訪問指導も実施 
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 特定健診推進のため、平成28年度は関係機関との連携を促進させ、インセンティブを活用した実施率向上など、効果的・効率的に取組みを実施するた
めの環境整備を推進。 

特定健診の方針 

特定健診の推進 

 生活習慣病予防健診 概要 

（対象者）健診受診時に協会けんぽの被保険者である方（任意継続被保険者を含む）。年度内に1人1回に限り、協会が健診費用の一部（約6割）を負担。 
 
（１）一般健診 
 年1回の定期健診。対象者は、当該年度において35歳～74歳の方。診察や尿、血液を採取しての検査、胸や胃のレントゲン検査など約30項目の全般的な検査。 
（２）付加健診 
 対象者は、一般健診を受診する方のうち、当該年度において40歳及び50歳の方。一般健診に加えてさらに検査項目を増やし、病気の早期発見や生活習慣改善など
の健康管理に活かす。 
（３）乳がん・子宮頸がん検診 
 対象者は、一般健診を受診する40歳以上の偶数年齢の女性で受診を希望する方。問診・マンモグラフィーによる乳がん検査、子宮細胞診による子宮頸がん検査。 
（４）子宮頸がん検診（単独受診） 
 対象者は、20～38歳の偶数年齢の女性希望者。問診・子宮細胞診による子宮頸がん検査。 
（５）肝炎ウイルス検査 
 対象者は、過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがない方で、一般健診に追加してB型肝炎およびC型肝炎ウイルスへの感染の有無を調べる。 
 

■ 健診を受けるまで 
 契約健診実施機関に予約 → 健診申込書を協会けんぽに郵送またはインターネットの情報提供サービスにより申込み 

 生活習慣病予防健診受診勧奨の取組み 

受診者数によって、健診機関へのインセンティブを支払う制度を実施して受診者数増加を図る。 
 
【概要】 
 平成28年度の11月～3月の受診者数と平成27年度同時期を比較し、増加人数分についてインセンティブを支払う。 
 
【結果】 
・参加健診機関・・・12機関 
・インセンティブ発生機関・・・11機関 
・11機関での増加人数合計・・・2,420人 
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 被扶養者特定健診の取組み 

 
① 受診者負担額無料にて受診できるよう、広島県内の44機関と契約。 
 
② 受診者負担額無料で受診できる巡回健診（約80回実施）時に、骨密度測定も無料オプションとして実施。 
 
③ ②の無料巡回健診の日程をダイレクトメールで対象市町在住の被扶養者に送付。 
  （往復はがき形式とし、受診券紛失者には返信部分を受診券再発行申請書として使用できるように作成した。） 
 
④ 加入被扶養者のデータを居住市町に提供し、市町からがん検診と特定健診の受診勧奨を実施。 
 

 健診データの取得について 概要 

 生活習慣病予防健診以外で労働安全衛生法に基づく事業者健診を行っている事業所には、健診結果のデータ提供をお願いしている。 
その根拠は「高齢者の医療の確保に関する法律」第27条に規定されており、医療保険者から健診結果データの提供を求められた事業者は、
当該記録を提供しなければならないこととされている。 

 健診結果を提供することで、協会けんぽの保健師・管理栄養士による特定保健指導の対象者を把握したり、広島支部が作成するヘルス
ケア通信簿の分析データに活用することとなる。 
 

 被扶養者特定健診（特定健康診査） 概要 

（対象者） 40歳～74歳の方で、受診時に協会けんぽの被扶養者である方（任意継続被保険者の被扶養者を含む）。 
メタボリックシンドロームに着目してこれらの病気のリスクの有無を検査し、リスクがある方には保健指導を実施することを目的とする。 

基本的な健診（診察、問診、身体計測、血圧測定、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査）に加え、詳細な健診として、心電図検査、眼底検査、貧血
検査がある。 
自己負担は、健診機関ごとに異なり、無料の場合もある。 
 
■ 健診を受けるまで 
 被保険者の住所あてに受診券を送付（4月）→ ご希望の契約健診実施機関へ予約 
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事業者健診推進事業（同意書取得勧奨） 

①健診機関から事業所へのデータ提供に関する同意書取得勧奨 
【概要】 
 ＜H28.11月～H29.3月実施＞ 
 健診機関から事業所に対し、同意書取得勧奨を行う。 
 同意書取得1枚につき、成功報酬を支払う。 
【結果】 
 ・参加健診機関・・・12機関 
 ・取得同意書枚数・・・89枚 
 ・健診データ取得数・・・1,179名分 

事業者健診推進事業（データ提供勧奨） 

 データ提供数について、健診機関へのインセンティブを支払う制度を実施してデータ提供数増加を図る。 
【概要】 
 平成28年度の2月～3月の受診者数と平成27年度同時期を比較し、増加人数分についてインセンティブを支払う。 
【結果】 
 ・参加健診機関・・・13機関 
 ・インセンティブ発生機関・・・5機関 
 ・5機関での増加人数合計・・・4,348人 

②社会保険労務士会と連携しての同意書取得勧奨 
【概要】 
 ＜H28.8月～H29.3月実施＞ 
 社会保険労務士から受託事業所に対し、同意書取得勧奨を行う。 
 同意書取得1枚につき、成功報酬を支払う。 
【結果】  
 ・取得同意書枚数・・・17事業所、21枚 
 ・健診データ取得数・・・46名分 

 

事業者健診推進事業（外部委託による電話勧奨業務） 

【概要】 
 ＜ H28.11月～H29.1月実施＞  
 外部委託にて事業者健診データ提供に関する同意書または紙媒体健診結果の提出勧奨について事業所への電話勧奨を行う。 
【対象】 
 被保険者30名以上、かつ健診受診率70％未満の事業所、1,265社 
【結果】 
 同意書・・・176枚受付、1,149名分データ取り込み。 
 紙媒体健診結果・・112事業所分受付、2,198名分データ取り込み。 
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 平成22年度～平成28年度健診受診率推移  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成22年度～平成28年度健診受診者数推移 
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平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度　平成２８年度 平成２９年度

実施率 実施率 実施率 実施率 実施率 実施率 実施率 目標実施率

生活 41.1% 42.7% 44.1% 45.2% 45.6% 46.6% 47.4% 60.7%

事業者 1.0% 4.0% 5.4% 6.0% 5.6% 7.0% 8.8% 15.0%

本人 42.1% 46.7% 49.6% 51.2% 51.2% 53.7% 56.2% 75.7%

42.0% 44.9% 48.0% 50.1% 52.0% 52.6% 54.8%

9.6% 13.4% 15.2% 16.0% 17.7% 19.8% 19.8% 30.0%

13.1% 13.8% 14.9% 17.7% 19.3% 21.0% 22.1%

計 33.7% 38.2% 40.9% 42.4% 43.0% 45.6% 47.9% 65.0%

34.3% 36.6% 39.4% 41.8% 43.8% 44.9% 47.1%

65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0%

（参考）全国平均

（参考）国目標

（参考）全国平均

家族
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広島支部 

全国平均 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度　平成２８年度 平成２９年度

実施人数 実施人数 実施人数 実施人数 実施人数 実施人数 実施人数 目標実施人数

生活 132,472 139,729 147,469 155,948 164,408 174,555 186,078 235,908

事業者 3,261 13,064 18,185 20,645 23,542 26,337 33,048 58,312

本人 135,733 152,793 165,654 176,593 187,950 200,892 219,126 294,220

家族 10,728 14,987 17,176 18,349 20,752 23,325 23,502 35,602

計 146,461 167,780 182,830 194,942 208,702 224,217 242,628 329,822
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  H29年度目標に対する事業計画 

 
＜被保険者＞ 
 ・加入者に受診していただきやすい健診案内を作成し、事業所及び家族にわかりやすく地域の実情に合わせたパンフレットを作成することで 
  受診率向上を図る。（3月） 
 ・新規に加入した事業所に対し、生活習慣病予防健診の受診を促すパンフレット等を送付して受診勧奨を行う。（通年） 
 ・健診実施機関と連携し、委託契約に基づく事業者健診データ提供同意書の取得勧奨を行う。対象を小規模事業所等にも拡大し取得を 
  推進する。 
 ・健診推進インセンティブを活用し、生活習慣病予防健診の実施数の増加を図る。 
 ・生活習慣病予防健診未受診者に、個別通知による受診勧奨を実施する。（1～2月） 
 ・生活習慣病予防健診勧奨（4～5月）、事業者健診データの提供勧奨（9～10月）を外部委託により実施する。 
 ・健診受診率・保健指導実施率向上を図るため、年間150社を目標として職員にて事業所へ訪問（または電話）による勧奨を実施する。 （通年） 
 

 
＜被扶養者＞ 
 ・受診券直送時、治療中の情報提供及び地域毎の無料健診案内等、わかりやすいパンフレットを作成し、周知拡大を図る。 （4月） 
 ・新規で加入した被扶養者に対し、順次受診券を送付して受診勧奨を行う。（通年） 
 ・広島県医師会と連携し、治療中のため特定健康診査を受診しない方に、データ提供を促す通知を送付する。 
  また、医療機関に対しては、提供を促すポスターを合同で作成し、配布する。 （5月） 
 ・無料で受診できる健診機関を増加（H28年度：44機関→H29年度：47機関）。 
  また、47機関のうち27機関において無料オプション健診（骨密度検査又は血管年齢測定）を同時実施可能とし、受診者数の増加を図る。 
 ・無料巡回健診時、無料オプションとして四肢の脈波測定による血管年齢測定も同時実施可能とする。また、巡回日時等を周知するダイ 
  レクトメールを送付する際、10,000円を超える健診費用が無料となる旨を記載し、お得感をアピールすることで、受診者数の増加を図る。 
 ・フリーペーパー等を活用し、特定健診やがん検診の受診の必要性を訴え、健診受診勧奨を実施する。 
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 生活習慣病は予防できる疾病である。そして、特定保健指導は加入者の生活習慣病の予防のために最も重要かつ効果が期待できる事業で
ある。推進のために、外部委託を最大限活用し、一人でも多くの加入者に特定保健指導を利用していただくことができる環境づくりや、初回
面談実施率の向上および既に特定保健指導を利用している方に対する継続支援の確実な実施を行っていく必要がある。 

特定保健指導の方針 

特定保健指導の推進 

対象者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年齢 40歳以上74歳以下 
 ただし、65歳～74歳の前期高齢者については、積極的支援レベルの場合、動機づけ支援レベルの保健指導対象者とする。 
 （QOLに配慮した生活習慣改善がより重要なため） 

服薬中 継続的に医療機関を受診しており、医学的管理の一貫として保健指導を行うことが適当であるため、対象外とする。 
（服薬中→質問票により把握） 

階層化 ①腹囲とBMIから内臓脂肪蓄積リスクを判定 
②①をふまえ血糖・脂質・血圧・喫煙歴から追加リスクの数をカウント 
③リスクに応じて、動機づけ支援・積極的支援のいずれかを原則保険者が実施 

動機づけ支援 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 対象者への個別支援またはグループ支援により、対象者が自らの生活習慣を振り返り、行動目標を立てることができるとともに、保健指導終了後
対象者がすぐに生活習慣改善の実践（行動）に移り、その生活が継続できることを目指す。健診結果・質問票から生活習慣の改善が必要と判断され
た者で、生活習慣を変えるにあたって、意思決定が必要な者を対象とする。 
 原則として、支援は1回である。面接による支援は一人20分以上の個別支援、又は1グループ（8名以下）80分以上のグループ支援、6か月後の評価

は、面接あるいは通信等を通じて行う。支援内容は、対象者本人が、自分の生活習慣の改善点・伸ばすべき行動等に気づき、自ら目標を設定し行動
に移すことができる内容とする。詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ（準備状態）を把握し、対象者の生活習慣改善を動
機づけるために次に示す支援を行う（面接時は生活習慣と健診結果との関係の理解、メタボリックシンドロームや生活習慣病に関する知識の習得、
生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについて理解できるよう支援、栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な支援、
体重・腹囲の計測方法など。6か月後の評価は、個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて評価）。 

●特定保健指導を受けるまでの流れ 
 ① 健診結果をもとに、特定保健指導のご案内を事業所へ送付 
 ② 日程調整後、訪問または来所で、保健師等と初回面談を実施 
 ※ 被扶養者で対象となる方には、特定保健指導利用券をご自宅にお送りする。最寄りの実施機関で受けることができる。 
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積極的支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定保健指導   実施人数 実施率 

被保険者 
（対象：40,060人） 

初回面談実施率 

支部実施 9,203 23.0% 

外部委託 1,389 3.5% 

計 10,592 26.4% 

6か月後評価実施率 

支部実施 5,140 12.8% 

外部委託 976 2.4% 

計 6,116 15.3% 
被扶養者（対象：1,888人） 6か月後評価実施率 35 1.9% 

平成28年度 実施結果 

特定保健指導   実施人数 実施率 

被保険者 
（対象：51,366人） 
※対象者数は見込数 

初回面談実施率 
支部実施 10,370 20.2% 
外部委託 1,492 2.9% 

計 11,862 23.1% 

6か月後評価実施率 
支部実施 8,603 16.7% 

外部委託 1,038 2.0% 

計 9,641 18.7% 

被扶養者 
（対象：1,934人） 

6か月後評価実施率 36 1.9% 

【取組状況】 
・特定保健指導実施者のマンパワー不足解消のため、土日の初回面接および初回面接後の継続支援の外部支援を推進した。 
・特定保健指導対象者の利便性向上のため、健診日当日の指導実施が可能な特定保健指導委託実施機関数を増加させた（21機関→24機関）。 
 また、集団健診会場での特定保健指導を実施した。 

■平成27年度 実施結果（参考） 

 「動機づけ支援」に加えて、定期的・継続的な支援により、対象者が自らの生活習慣を振り返り、行動目標を設定し、目標達成に向けた実践（行動）
に取り組みながら、支援プログラム終了後には、その生活が継続できることをめざす。対象者は、健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要な者
で、そのために専門職による継続的できめ細やかな支援が必要な者。3か月以上継続的に支援する。 
 初回時の面談は、動機づけ支援と同様。その後、面接による個別支援（またはグループ支援）、電話、手紙、メール、FAXなどの手段を使って1往復以
上の双方向のやり取りが必要な継続的支援を行う。継続的な支援については、支援A（積極的関与）及び支援B（励ましタイプ）に分かれ、それぞれの
タイプとかかる時間によってポイントが付される。また、支援の期間を通して、支援Aが160ポイント以上、支援Bが20ポイント以上、合計で180ポイント以
上の支援を行うことが原則となる。6か月後の評価は、面接又は通信等を利用して行う。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成29年度 特定保健指導の目標 

○協会の方針 
１．外部委託の推進：健診当日および事業所訪問により保健指導実施が可能な外部委託機関の拡大 
２．保健指導体制の強化 
３．データヘルス計画に則った特定保健指導の推進 
 
○広島支部の方針 
＜被保険者＞ 
 ・継続支援の外部委託を推進し、支部継続支援担当者を初回面談業務に移行することで、特定保健指導実施数増加を図る。 
 ・特定保健指導実施専門業者に初回面談からの特定保健指導を委託し、特に広島支部保健指導者が不足する地域での特   
  定保健指導実施数増加を図る。 
 ・特定保健指導を受け入れない事業所に対し、電話等で受け入れに関する再勧奨を実施する。 
 ・保健指導実施機関との合同研修会を実施し、好事例の共有を行い、特定保健指導の質の向上をはかる。 
 ・ＩＣＴによる保健指導を推進する。 
 
＜被扶養者＞ 
 ・利用券発送時、対象者宅近くで保健指導を受けられる会場等の案内を同封することで保健指導を受けやすい環境を確保 
  する。 
 ・特定保健指導未実施者に対して、利用を促すダイレクトメールを送付し、実施率の向上をはかる。 

◆目標値 
・国        特定保健指導実施率 45％ 
・協会けんぽ                30％ 
 ※本部から示された目標        13.9％（内訳：被保険者 14.5％、被扶養者 4.1％） 
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 政府は骨太2015方針において、平成29年央のジェネリック医薬品の数量シェアを70％とし、「平成30年度から32年度末までのなるべく早
い時期に80％以上とする」との目標を定めていたが、ことし5月23日の経済財政諮問会議において、塩崎厚労大臣は「平成29年央に65.1％
の見込み」となっていることや、80％目標達成の時期を「平成32年9月」と明示した。 

 使用率は年々着実に上昇しており、協会けんぽの平均は日本の平均を上回っている。もっとも、広島支部のジェネリック医薬品使用率は、
協会けんぽの全国平均を下回る状況にある。 
 広島支部は、健康保険財政の改善及び加入者の負担軽減のため、ジェネリック医薬品の使用率（新指標・数量ベース）の全国平均との 
乖離率縮小のための取り組みを実施した。 

事業背景・目標 

ジェネリック医薬品の使用促進 

ジェネリック医薬品使用率 広島支部と全国の比較 

▲2.3% 

 平成28年1月診療分 
 全国63.5％ 広島支部61.0％  
 →乖離率2.5％ 

 

 平成29年1月診療分 
 全国70.6％ 広島支部 68.3％  
 →乖離率2.3％  
           ⇒乖離率 前年同月比 -0.2％ 
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  全国70.5％ 広島支部 68.2％  
 → 乖離率2.3％  
            

（最新情報）平成29年2月診療分 



・年2回の軽減額通知の発送 
  送付対象：20歳以上の加入者（28年度より若年層も送付対象）  
  送付件数 ①28年8月 ：88,877  ②29年2月：86,575 
  ①通知による切替え人数（率）： 22,542 （25.4%）  
  ①効果額： 30,164,765円   ⇒前年比 +7,122,242円              
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・薬剤師会によるジェネリック医薬品セミナー開催 （県内15会場で6月に行われた社会保険事務説明会時に実施） 
  参加人数：計  8,769人 

平成28年度 取組み概要 

H28年度より 
若年層が送付対象に 

21 



 ・県内中核医療機関への訪問 （9件訪問） 
  →DPCで、入院と外来のジェネリック使用率に大きな差がある医療機関へ、自機関の状況を認識いただきつつ、使用促進 
         に向けた意見交換を実施 
 

・医療機関、薬局へのジェネリック医薬品に関するアンケート実施  目的：ジェネリック医薬品促進の阻害要因を探る 
               
 
 
 
 
 
・医療機関及び保険薬局へ、自機関を利用する患者のジェネリック使用率等、医療機関・薬局ごとの 
 情報を掲載した通知を送付  
  （送付数：医療機関  1,878  保険薬局  1,475 ） 
  →薬効別の使用率など、各自の特性（強み、弱み）を見える化し、対策の参考へ 
 

・広島県、広島薬剤師会等の関係団体と共同でジェネリック医薬品広報チラシを作成 
  →関係団体と共同で広報することで、県内加入者に広く周知し、ジェネリック医薬品使用促進の 
    意識づけを図る 
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実施 
期間 

実施数 
回答数 

（回答率） アンケート結果・内容 

薬局 
アンケート 

H28.8～
28.9 

230 169（74%） 
ジェネリックに対する方針：「積極的にGEの説明、調剤をする」5割 
ジェネリック使用に積極的でない理由：「近隣医療機関が消極的」4割 

今後の展開 

 データに基づく都道府県のジェネリック使用率格差の要因分析を踏まえ、ジェネリック医薬品に関するステークホルダー３者（加入者、医療機関、薬局）それぞれへ 
働きかけを行う。 
  
○加入者 
 ・軽減額通知の発送（本部より29年8月、30年2月に発送予定） 
 ・お薬セミナーの開催（薬剤師による講演 ①お薬の飲み合わせ②ジェネリック医薬品について  8/20開催予定） 
 ・未就学児およびその親世代を対象としたジェネリック医薬品使用率向上の取り組み 
  例.市町と連携した広報強化  （子ども医療費助成券の送付時にジェネリック医薬品広報チラシを同封 等） 
 ・事業主へのアプローチ 
  事業所訪問時に、ジェネリック医薬品切り替えによる医療費削減、健康保険料（率）への影響を訴求 
○医療機関 
 ・県内中核機関への訪問 
○薬局 
 ・調剤薬局（主にジェネリック使用率の高いチェーン店経営の開設法人）を訪問し、好事例の収集、意見交換を行い他の関係者へ 
  のアプローチへ活かす 

広報チラシ 



返納金債権の発生防止のため、資格喪失後の保険証の早期回収、傷病手当金における年金調整の適切な実施や、事業主等への広報。 
また、債権管理・回収の推進として、早期の催告や法的措置を計画的に実施。 

方針 
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債権管理・回収業務の推進 

業務フロー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10万円未満

10万円以上

　　資格あり 　1万円未満 1万円以上

　

　　資格あり 　　　　　随時勧奨 　　　　　異議あり 異議なし

※1,000円未満の債権については別保管し、半年に1回、催告状を送付する。

　　　　　資格なし

債権の調定

N 月 N＋１月

納付確認

喪失後資格

（国保）確認

通知発送 未納者抽出

・電話納付督励 ・電話番号調査 ・住所調査

N＋2月

納付確認

未納者抽出

N＋3月～

納付確認

未納者抽出

法的手続を行う旨

記載した

催告状発送

弁護士名での

催告状発送

保険者間調整

法的手続を行う旨

記載した

催告状発送

簡易裁判所への

支払督促の申立

訴訟 強制執行

納付確認

未納者抽出

N＋4月～

保険者間調整

勧奨通知発送



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

債権回収状況 
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返納金発生原因別割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調定件数(件) 取消・訂正件数(件) 
時効消滅

(件) 
時効以外消滅(件) 回収件数(件) (件数)回収率 残件数（件） 

期首比 
（件数） 

調定金額(円) 取消・訂正金額(円) 
時効消滅

(円) 
時効以外消滅(円) 回収金額(円) (金額)回収率 残金額（円） 

期首比 
（金額） 

期首残高 現年度 前年以前分 現年度 前年以前分 前年以前分 現年度 前年以前分 現年度 前年以前分 現年度 
前年以前 
＋現年度 前年以前分 現年度 

前年以前 
＋現年度 

前年以前 
＋現年度 

総 計 

2,302 4,583 24 246 1 12 2 885 3,500 39.06% 80.74% 66.43% 1,380 835 2,215 ▲87 

164,803,992 377,933,632 ▲2,303,103 ▲18,811,092 19,985 384,319 239,959 43,059,631 313,621,464 26.56% 87.39% 68.46% 119,036,954 45,261,117 164,298,071 ▲505,921 

調定件数(件) 取消・訂正件数(件) 
時効消滅

(件) 
時効以外消滅(件) 回収件数(件) (件数)回収率 

調定金額(円) 取消・訂正金額(円) 
時効消滅

(円) 
時効以外消滅(円) 回収金額(円) (金額)回収率 

期首残高 現年度 前年以前分 現年度 前年以前分 前年以前分 現年度 前年以前分 現年度 前年以前分 現年度 
前年以前 
＋現年度 

総 計 

1,897 4,782 9 256 4 18 4 691 3,395 36.60% 75.01% 63.70% 

157,700,510 336,947,577 ▲2,206,072 ▲23,117,476 1,111,589 621,707 337,551 27,065,813 261,738,625 23.84% 83.40% 63.67% 

平成28年度 

平成27年度（参考） 

その他には「負担割
合変更（１割→３割）」

や限度額認定証の
区分変更（エ→ウ）」
などがある 

調定件数（件） （件数） 発生割合 回収件数（件） 時効以外 消滅（件） 取消件数（件） （件数）残高 （件数）回収率

調定金額（円） （金額） 発生割合 回収金額（円） 時効以外 消滅（円） 取消金額（円） （金額）残高 （金額）回収率

3,586 88.61% 2,592 2 212 780 76.87%
97,359,984 52.05% 61,283,609 239,959 9,082,013 26,754,403 69.61%

70 1.73% 60 0 5 5 92.31%
28,887,739 15.44% 18,651,464 0 6,726,824 3,509,451 84.16%

146 3.61% 121 0 1 24 83.45%
45,281,160 24.21% 37,836,474 0 350,980 7,093,706 84.21%

43 1.06% 38 0 0 5 88.37%
3,233,319 1.73% 2,433,360 0 0 799,959 75.26%

42 1.04% 38 0 0 4 90.48%
5,282,129 2.82% 2,182,686 0 0 3,099,443 41.32%

160 3.95% 127 0 23 10 92.70%
7,004,159 3.74% 4,689,602 0 1,008,083 1,306,474 78.21%

4,047 100.00% 2,976 2 241 828 78.23%
187,048,490 100.00% 127,077,195 239,959 17,167,900 42,563,436 74.91%

老齢年金調整

診療報酬返還金（不当請求）

その他

総計

発生原因

無資格受診

業務上傷病

障害年金調整

発生する債権は、主に返納金と損害賠償金である 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遡及喪失件数・遡及資格喪失に伴う返納金調定額 
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6か月以上遡
及資格喪失
調定件数 
※１ 

6か月以上遡及資格
喪失に伴う返納金調

定合計額 

現物給付 
（6か月以上遡及分のうち2年以上遡り） 

※２ 

現金給付 
（6か月以上遡及分のうち2年以上遡り） 

※２ 

支部 件数 金額 最大遡及年月 ※３ 件数 金額 最大遡及年月 ※３ 

広島 132 33,855,408 24 10,077,708 3年6か月 6 37,965 5年７か月 

全国合計 6,623 981,294,814 1,043 340,780,005  147 12,962,353  

１件当たり金額  148,165  326,731   88,179  

※１ 6か月以上遡及分の人数（同一人で複数の調定件数がある場合、1件でカウントしています。 
※２ 6か月以上遡及分のうち2年以上遡及したもの 

※３ 遡及して資格が無くなった最長期間（Ｈ25.11.1喪失が遡及してＨ23.10.1喪失になった場合＝2年１月） 

返納金 保険者間調整実施状況 

 
 
 
 
 
 
 

  
受取（協会喪失後受診） 

国保 → 協会 
支払（国保喪失後受診） 

協会 → 国保 

年度 件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 
27年度 210 28,073,328 567 18,771,574 
28年度 174 43,391,374 778 33,243,815 

早期回収に向けた取組み 

 
 
 
 
 
 
 

支払督促 

年度  実施件数（件） 実施金額（円） 回収件数（件） 回収金額（円） 

27年度 257 10,620,000 101 3,040,000 

28年度 245 11,270,000 88 2,010,000 

・弁護士名による催告状の送付：
1,317件（前年1,220件） 

 ・法的手続きの実施 



・返納金債権発生抑制に向けた取り組みを引き続き強化する 
 【オンライン資格確認】 
  オンライン資格確認の参加医療機関・薬局に対して、一括資格確認の推進など、利用率向上への取り組みを進め、喪失後受診を抑制する。 
 
 【調定件数の削減】 
  任意継続保険の保険証を初回収納確認後に発送する。 
  事業所訪問等での、保険証回収の徹底を依頼。 
  医療機関への請求替え交渉を行い、債権発生を抑制する。 
 
 【資格喪失後の保険証の早期回収】 
  電話勧奨の計画的な実施。 
  文書による二次催告の早期実施を徹底。二次催告未送達時は、速やかに事業所に状況確認。 
   
 【傷病手当金における年金調整の適切な実施】 
  返納対象者の早期把握と勧奨を実施。 
  年金機構からの適宜情報提供を受け、調整を実施。債務者に対しては事前説明を徹底する。 
 
 【年金機構への申し入れ】 
  年金機構との協議会の中で、引き続き遡り喪失に伴う適切な調査と、傷病手当金と障害年金の併給調整について確実に説明を行うよう申し入れる。 
 
・現年度分の回収に重点を置き、優先順位をつけながら、以下の対策方法を実施。過年度分は電話勧奨を定期的に行い、早期に法的措置を実施 
 【削減対策】 
  早期催告、計画的な法的対応の実施。 
  債務名義取得者には、給与差し押さえや財産調査を適宜実施。 
  高額債権や債務名義取得後に差押財産が確認できない債権は、臨場催告を実施。 
  年金調整による給付金の返納については、一括納付を徹底。 
 

・保険者間調整を有効活用した催告の実施（文書、電話等、催告時の制度周知）  

平成29年度の取組み 
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保険証早期回収のための広報 

・ 6月の社会保険事務説明会や、11月と2月の健康保険委員研修会での資料による広報 
・ 納入告知書に封入する協会けんぽのお知らせ（チラシ）に定期的に広報 
・ 退職される方向けに、保険証回収ご案内チラシを作成。  



 柔整療養費は、全国的に支給件数・金額ともに年々増加傾向にあり、急性・亜急性の外傷のみが健康保険適用による支給対象にも関わ
らず、水増請求、慢性疾患による保険適用や部位転がし※による長期申請等不正の疑われる請求が多数確認されている。 
 このため、広島支部では、平成27年度から適正化の取組みを強化しており、28年度においても長期受診者への啓発文書（支部独自事業）
や、患者照会等の給付適正化の取組みを実施することで、保険料率上昇抑制を図っている。 
 
※部位転がし：同一施術所における同一患者の負傷と治癒等を繰り返す施術のこと 

事業背景 
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柔道整復療養費の給付適正化 

    平成28年度 取組み内容 

 ① データを活用した適正受診周知 
 ◆ 長期受診者等への啓発文書及びチラシの送付 
  長期受診者（1年間のうち10か月以上接骨院に受診）に加え、平成27年度新規開設施術所の受診者も対象とし、7月に合計4,724人へ送付。   

  
 ◆ 柔整及びはりきゅう重複受診者への啓発文書及びチラシの送付 
  柔整パンチデータとはりきゅうパンチデータ（25～27年度は鍼灸支給記録をデータ化 している）を突合し、 
  1か月でも柔整、鍼灸支給記録が重複している月がある受診者を対象として、9月に882人へ送付。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲長期受診者送付チラシ① ▲長期受診者送付チラシ② ▲長期受診者送付チラシ③ ▲重複受診者送付チラシ 

② 保険者協議会と連携した適正化啓発チラシの作成及び活用 

 保険者協議会を活用して、統一様式の柔整適正化啓発チラシを作成。イベント等でチラシを配布し、適正受診周知の取組を実施。 
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 ③ 柔整適正化の取組事例発表による他保険者との連携及びサポート 
  平成28年度から国保連と連携をとり、保険者間の情報共有及び適正化取組の必要性について訴求してきた。 
 また、28年度から国保柔整担当者研修会が開催されることとなり、協会けんぽ広島支部が適正化取組の事例発表を行った。 
 ◆研修会（開催日：平成28年8月8日）には、下記各保険者合計30名が参加 
  市町国保（21市町）、歯科医師国保、医師国保、薬剤師国保、建設国保、後期高齢者医療広域連合 

 
 ④ 照会業務の強化 

 柔道整復施術療養費審査会において、申請内容に疑義が生じた接骨院等については、各月の申請傾向をデータ化し、 
施術所の長期の傾向分析や患者照会時に活用。 
 また、受診者への文書照会と並行して、平成28年度から特に疑義のある施術所受診者へ訪問による調査を実施。 
訪問等により申請書内容と大幅に相違があった施術所については、対象者に係る給付済額の返納又は厚生局へ情報提供を実施。 

①長期受診者等への啓発文書及びチラシ送付の実施結果 
○平成28年度（28.7送付）に実施した長期受診者等への啓発文書の効果額 

 送付者のうちH28/8～11月の4か月連続受診なし 793名  

 効果額 約317万円/月（推計） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   平成28年度 事業実施結果 

▼広島支部の柔整療養費支給状況 
 28年度は、全体的に前年を下回る支給額・件数となり、一連の適正化取組みによる効果と考えられる。 

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

柔道整復施術療養費 

【支給額（月別）】 平成25年度 

平成26年度 

平成27年度 

平成28年度 

（単位：千円） 

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

柔道整復施術療養費 

【支給件数（月別）】 平成25年度 

平成26年度 

平成27年度 

平成28年度 

①～④の取組みによる支部全体としての実施結果 
○平成28年度柔整療養費の支給決定状況（第3四半期まで） 
   広島支部 
 支給件数：229,702件（対前年同期比▲3.6％、全国1位）  
   支給額：912,044千円（対前年同期比▲5.5％、全国3位） 
 （参考）全国合計 
      支給件数：対前年同期比＋1.5％ 支給額：対前年同期比＋0.7％ 
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28年度までの実績及び29年度中に柔道審査会の権限強化が実施されること※を踏まえ、患者及び接骨院双方に対して、適正化アプローチを実施。 
※柔整審査会が接骨院に対して領収書の発行履歴等資料の提示を求めることができるなど権限が強化される予定。 
 
①29年度のパイロット事業として下の3事業を実施予定 
・新規受診者への啓発文書送付 
・長期受診者への柔整通知送付 
 （柔整記録に特化した柔整版の医療費通知） 
・柔整手帳の送付（柔整通知に同封） 
 
②健康保険適用有無に関する患者への正しい知識の普及及び違法広告に関する協力依頼文書を県内施術所に対して送付予定 
 
③柔整審査会の権限強化に伴う効率的・効果的な審査・調査の検討、実施 
 
④県、厚生局及び国保連等関係機関との連携及び情報共有 

   平成29年度の取組みについて 



その他 事業実施結果 
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広島県内の企業で働く労働者の健康増進に資することを目的に、株式会社 広島銀行と協定を締結 
  
・平成２７年５月１日制度発足 
 
≪ 制度内容 ≫ 
 ・健康経営評価シート（３４項目）をもとに広島銀行が申込企業に対して評価 
 ・広島銀行へは、評価のポイントを記載したシートを提供 
 ・Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃの４段階で評価（支部の意見を反映） 
 ・Ｓ・Ａの評価で融資利率を優遇（最大1.1％） 
 ・認定を受けた企業は広島支部、広島銀行両者のＨＰにおいて公表 
 
●認定実績 
 
Ｈ27年度申込分認定実績 
S評価 7社 A評価 3社    

 

健康経営 評価融資制度 

ひろしま企業健康宣言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康経営普及の足掛かりとするため、 
企業が健康経営を宣言する「ひろしま企業健康宣言」を創設 
 
≪ 健康経営によるメリット ≫ 
・生産性向上・業績向上 
・人材確保（ハローワーク求人票に宣言事業所であることを表示） 
・イメージアップ 
・医療費抑制・保険料負担軽減 
 
●参加事業所数（Ｈ29.3末時点） 
 325社 

①エントリーシートの提出 → ②健康づくりへの取組み  → ③取り組みの振返り・報告  

Ｈ28年度申込分認定実績 
Ｓ評価 7社 Ａ評価 6社 
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 歯周病簡易検査を無料で提供 
  
 広島県においては、平成23年3月「歯と口腔の健康づくり推進条例」が制定され、保険者や事業者等に対し、歯と口腔の健康づくりについて努力義務が課せられてい
る。平成25年度より協会けんぽ広島支部は、医療保険者として歯と口腔の健康づくりに関する取組および推進として簡易検査事業を行っている。具体的な検査方法

は、歯科医師を事業所に派遣し検査を行う方法と、簡易検査キットを事業所に送付して、検体を検査業者に送付して判定する方法を用意。希望する方法を、申込事業
所が選択する。唾液に含まれる潜血や原因菌を検査し、陽性者には歯科受診を勧奨する。 
   

 ■平成28年度の取組み 
  時報やホームページ等各種広報媒体で参加者を募集。事業所訪問時に事業を紹介。 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
成人のおよそ8割が歯周病にり患しているといわれているが、本事業参加者では陽性判定者が44.7％となった。 

歯周病簡易検査事業 

ヘルスケア企業保証制度 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成27年度 実施事業所数 実施人数 

歯科医師派遣 3 606 

簡易検査キット 221 2,398 

計 224 3,004 

平成28年度 実施事業所数 実施人数 

歯科医師派遣 5 646 

簡易検査キット 389 2,273 

計 394 2,919 

●参加実績 

●判定割合 

信用保証料を一部補助する中小法人向け融資制度 

9月、広島県信用保証協会との間で「健康経営の推進を目指した相互連携に関する協定」を締結。10月3日より取扱開始 

陽性 

44.7% 陰性 

55.3% 

≪制度概要≫ 

 県内企業が従業員の健康増進に積極的に取り組むための動機づけを行い、もって県内労働者の健康的な生活の実現並び
に県内企業の健全な経営に資することを目的とした保証制度。認定基準を満たす事業所が、広島支部発行の「ヘルスケア企
業認定証」を取得し、県内の金融機関に提示することで広島県信用保証協会の信用保証料率が通常より５～１０％低率になる
優遇が受けられる。 
 認定基準は、①ひろしま企業健康宣言にエントリーしていること、②従業員の健康診断受診率が80％以上あること、③健診

結果が「要治療」などの従業員に医療機関への受診勧奨を行っていること、④従業員の労働時間を適切に管理していること、
⑤直近１年間に労働基準監督署から指導・是正勧告を受けていないこと。 
 
●認定実績 
 ３社 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

糖尿病重症化予防プログラムを無料で提供し、加入者のQOLの維持・向上及び医療費適正化を図る 

糖尿病重症化予防 

愛のメッセージカード運動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県内の中学生、高校生から保護者あてにメッセージカードを届けることで、健診受診を促し、健康意識を高めることを目的とした運動（広島県と連携） 

  平成27年度 平成28年度 

参加校（公立+私立） 29校 15校 

参加者数 6,342人 4,460人 

・家族の健康について向き合う機会となり、普段とは違う会話ができた。 
・保護者、祖父母に手紙を書く機会は現在ほとんどないと思うので、気持ちを伝えるよい機会になったと思う。 
・健康診断の大切さを考えるチャンスになった。  ・・・ 

●実績 

≪参加校からの声≫ 

≪概要≫ 
教育活動としてＨＲなどの授業の時間を利用し、協会から健康保険制度や健診の大切さについて講義等を行ったのち、 
学生が保護者あてに日頃の感謝の気持ちと健康への願いをメッセージカードに記入。 

≪概要≫ 
糖尿病で医療機関を受診している加入者に対して、通院先の医師と連携しながら、食事や運動による 
生活習慣の改善を促す保健指導を実施するもの。 
 
■プログラムの特徴 
・かかりつけ医の方針に基づき、保健師等が面談や電話により６か月指導（食事療法・運動療法・ストレスマネジメントなど） 
・ひとりひとりに合わせた個別指導（土日や夜間の指導もあり） 
・ご家族も一緒に指導に参加可能 
 
■平成28年度の取組み 
・各種広報に加え、健康相談会の場を設け、参加を勧奨した。 
 

  平成27年度 平成28年度 

対象者数 3,994名 3,604名 

参加者数 189名（4.7％） 149（4.1％） 

●実績 

■平成28年度の取組み 
県内の公立・私立高校に参加勧奨。広島県高等学校長協会管理運営委員会へ支部長が出席し、協力を依頼。 
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広報・セミナー・イベント開催状況 

オンライン資格確認システム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療機関において、加入資格をその都度確認できるようにし、資格喪失後受診の防止に繋げるとともに、協会けんぽの債権発生の防止・事務作業の縮減を図る 

◆中国新聞 地域発 元気印！  テーマごとに支部長と有識者や関係団体との座談会を広報 
 ①Ｈ28.7.23 広島県の肝炎対策について 
 ②Ｈ28.8.27 健康と経営を考える喫煙対策セミナー 
 ③Ｈ28.9.24 ジェネリック医薬品とかかりつけ薬剤師の普及について 
 ④Ｈ29.3.25 がん検診を受けよう 
 ⑤Ｈ29.3.26 保険料率抑制の取り組み  
 ※記事内容は、広島支部ＨＰの「広報」からご覧いただけます。 

◆第2回 健康と経営を考える喫煙対策セミナー（H28.7.28）  
 第一部 パネルディスカッション 「経営の効率化に向けた喫煙対策」  
 第二部 講演 「健診を活用した禁煙推進の新たな提案」-保険者、自治体、健診機関がコラボした禁煙推進-  

◆「健康経営」実践促進セミナーin広島(H28.10.3)  
 第一部 講演 「地域における健康経営の実践とその効果」「健康経営の推進に向けて」 
 第二部 講演 パネルディスカッション「地域における健康経営の取り組みと推進方策について」 

・実施方法 

医療機関がオンラインで加入者の健康保険資格の有無を確認する。 
 

平成27年度 657機関 

◆ひろしま中小企業合同運動会（H28.6.26） 

目的 ： 運動会参加を契機とした健康増進及び職場内コミュニケーションの促進 
 概要 ：  中小企業規模では、単独開催は困難であり、複数社の合同運動会として開催。 
      参加企業18社（226人）を、4チームの対抗戦を実施。 
      健康ブースを出展（血管年齢測定及び健康相談）  

 

平成28年度 865機関 

●参加実績 

●現行事業（全国展開） 

・支払基金、医師会、歯科医師会、薬剤師会の広報誌において募集 

・一括資格確認の利用勧奨および初期設定、使用方法をＦＡＱ形式で冊子を作成、送付。 

☆新規事業（Ｈ２８パイロット事業の追加） 

 レセコン連動資格確認システム  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

   健康保険委員の活動の活性化と委嘱拡大   

委嘱者数 4,382人（H28.3末） 前年度末からの増減 +380人   
 委嘱者数は、現在のところ全国4位（１位 愛知 ２位 東京 ３位 北海道）である。 
 
・ 健康保険委員活動の活性化のため、健康保険委員の活動に必要な情報を健康保険委員研修会で提供。県内9会場で2度実施。 
・ 功績が特に顕著であると認められる健康保険委員への表彰。平成28年度の被表彰者は、大臣表彰1名、支部長表彰18名。 
・ 事務手続きの手引きとして、健康保険制度や広島支部の取組を紹介した「協会けんぽのしおり」を作成し、健康保険委員に配布。 

  郵送の促進と窓口の効率化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H28年度 受付・相談 来訪者数 広島支部 広島南 福山 呉 三原 三次 備後府中 計 

受付 
12,390

（12,450）  
1,780 

（2,150）  
7,941 

（8,484）  
1,123 

（1,242）   
805 

（1,271）   
192  

（300）  
0 

（0）   
24,231 

（26,301）  

相談 
2,985 

（3,007） 
525  

（404）  
2,673 

（2,358）  
477  

（570）  
412 

（550）   
333 

（343）  
545 

（694）   
7,950 

（8,375）  

郵送率（平成28年度平均） 84.7％ （前年度比＋2.3％） 
郵送総件数   134,409件 （前年度比＋11,335件）    

（ ）はH27年度 

 学会発表  

◆ 第48回 アジア太平洋公衆衛生学術連合国際会議  (H28.9.18) 

 「996,637人のレセプトデータを解析した脳血管疾患及び心疾患の発症に関する疫学的研究～全国健康保険協会広島支部加入者を対象として～」 
  996,637人のレセプトデータと健診結果を接合したデータセットを用いて、働き盛り年代における脳血管疾患及び心疾患の1年間有病率、生活習慣有病率や 
  健診受診回数、受診率の関連性を明らかにする。 
 
◆ 第75回 日本公衆衛生学会総会 (H28.10.28) 

 ①「中小企業の従業員と被扶養者家族における脳血管疾患及び心疾患の発症に関する疫学的研究」（広島大学共同研究） 
 ②「血圧リスク別からみた特定保健指導積極的支援の介入効果分析」 
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適正な給付・適用・収納の推進  

●保険給付適正化プロジェクト 
 傷病手当金 立入調査実施件数 19件 
 柔道整復療養費 実地調査 施術所3件 患者67件 
 鍼灸あんまマッサージ 実地調査 施術所2件 
   
●被扶養者資格再確認 
平成28年度 広島支部 
 提出件数： 26,578件 （提出率86.19％）  削減人数： 1,861人（全国約7万人） 高齢者医療制度への拠出金への負担軽減額 6,035万円（全国約22.7億円） 
 
●任意継続口座振替率 
 33.34％ 

現金給付支給状況 

サービススタンダード  

Ｈ28年度 傷病手当金 出産手当金 出産育児一時金 
家族出産育児一

時金 
埋葬料（費） 家族埋葬料 計 

件数 
29,700 

（26,100） 
5,102 

（4,014）  
5,347 

（4,289）  
7,817

（6,579）   
664 

（641）   
377（371）  

49,007 
（36,075）  

達成率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

（ ）はH27年度 

現金給付支払所要日数基準（サービススタンダード）達成率 
 10日以内 達成率100％（平均所要日数 8.06日 Ｈ28.4-29.1） 
●受付件数・達成率 

傷病手当金の件数増は、Ｈ28.4の法改正により4月をまたいでの申請を分割決定としたことが要因のひとつ。 

件 330,002 千円 1,528,268

件 33 千円 5,879

件 17,610 千円 690,746

件 29,700 千円 5,133,438

件 1,041 千円 51,984

件 13,164 千円 4,658,517

件 5,102 千円 1,736,687

傷病手当金

埋葬料

出産育児一時金

出産手当金

平成28年度 申請件数 支給額

療養費

移送費

高額療養費

・平成28年度 療養費のうち、柔道療養費 
 申請件数 300,622件 支給額 1,190,678千円 
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レセプト点検効果  

点検項目 件数 金額（円） 
加入者一人あたり 

効果額 
協会順位 

資格 
52,928 

（51,006） 
1,408,283,286円 
（1,212,320,672円） 

1,326円 
（1,161円） 

25位 
（22位） 

外傷 
4,428 

（4,669） 
195,868,516円 
（184,828,453円） 

184円 
（177円） 

32位 
（31位） 

内容 
45,119 

（49,379） 
135,198,470円 
（128,828,790円） 

127円 
（123円） 

23位 
（18位） 

（ ）はH27年度 

（調査・指導） 医療機関照会件数 33,893件、負傷原因照会件数 4,450件、多受診者に対する適正受診指導 34（訪問12、文書22） 
（加入者通知） 医療費のお知らせ送付件数 516,275件 
 
● 点検職員スキルアップ研修等 
 28.7 Ｈ28年診療報酬改定説明会 
 28.10 支部主催 外部講師による医科研修 
 28.11 本部主催 医科歯科研修 
 29.2  求償事務研修 
 29.2  支部主催 外部講師による医科研修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


